
令和５年度　 honeybee　事業計画書

計画的な研修の実施。

・外部研修については、研修内容に合致した職員を派遣する。

・外部研修受講内容を他の職員に伝達するために詳細な復命書での報告及び伝達会を実施する。

・外部講師を招致しての研修実施のため、助成金等制度の活用を図る。

・リモートや動画での研修等、積極的に情報収集を行います。

職員の適正数を確保。

・職員採用面接にあたっては、複数の職員で面接を行い、求職者の人柄・熱意等を見極め採用後のミスマッチを極力防ぐ。

・職員採用までの期間、派遣契約や業務委託など外部連携にて職員確保を行う。

・求人掲載に関して、社内紹介制度も導入しつつ、計画的に専門業者を活用し、必要な人材の採用に繋がる機会を作る。

・職員採用窓口拡大のため、外国人技能実習生採用の検討を行う。

職員の質の向上。

・理念、スローガン、行動指針・繋ぐ10ヵ条を一人一人理解、浸透した組織つくりを目指す。

・全員が組織全体の制度理解に取り組めるよう研修機会を設ける。

・必要な研修への参加、現行の会議・ミーティングにおいて、職員個人の抽出した意見を集めることのできる体制を整える。

・必要な社内研修、部署外へのヘルプ応援なども含め、社内全体の活動の理解に繋げる為の参加機会を設ける。

・個人的な達成点ではなく、組織全体が向上する為のプロセス、組織の活性化を目指す。

賃金の処遇改善。

・処遇改善加算、ベースアップ加算等が取得できるよう、サービス毎の人員配置、活動体制を整える。

・サービスを行うために必要な研修取得に参加し、資格手当に繋げて行く。

・サービス区分等を向上させ報酬額を上げることに努める。

・必要な助成金・補助金等を活用出来るよう常に情報の確保に努め行う。

・前年度月の売上15％アップを目指す。又は新規利用者契約２名のサービス提供を行う。

職員の労働環境の維持・改善。

・職員の業務を支援するため、労働・作業環境の改善を図る。

・現状の労働環境の問題点や改善の要望・意見の吸い上げのため、各部署責任者とも協力し、システムの構築に努める。

・従業職員への定期健康診断の実施。

・顧問労務士による就業規則説明会を実施する。年１回～２回。

利用満足度を高める。

・支援チームへ利用者様の報告を密に行う。

・現状把握結果を精査して改善項目を見出し、結果及び改善項目を事業所毎に検討し実行する。

・日常生活においても健康状態の記録を働きかけ、異常の早期発見に努める。

・定期的な外出行事を取り入れ利用者の気分転換を図っていく。

サービス向上、ニーズに寄り沿う。

・ご利用者やご家族の相談に応じ、問題解決のため調査・連絡・調整等の援助を行う。

・利用者の家族と情報交換を定期的に行い当該利用者の情報を共有していく。

・サービスの選択種を保ちつつ、外部との連携強化を行う。

地域活動への参加。

・協会や団体への参加、会員等として連携を強化し、ニーズの把握を行う。

・新しい生活様式等を考慮した地域交流を検討する。

・地域の行事への参加の機会を増やす。

・SDGｓを考え貢献できる組織づくりを行う。

喜ばれる食事、食品を提供。

・食材費の計算を行い、予算内で季節感のあるおいしい食事を提供する。

・食事の様子を観察することで、献立作成に反映させる。

・栄養給与目標量に沿った献立を立てる。

・調理員は、「衛生管理点検票」を毎回チェックする。

・厨房内は衛生に保つために、毎日の清掃、定期の大掃除を実施する。

地震等自然災害整備。

・計画的な防災訓練の実施。年 2 回の防災訓練を実施。

・安否確認の体制つくり。

・消防設備の定期的な点検の実施に向け、協力業者による定期点検の実施。

・備品・非常食の管理及び整備をおこなう。

車両管理・送迎。

・公用車の始業前点検を行う。

・利用者へ車中での体調などの確認、出発、停車などの声掛けを徹底する。

・交通法規を遵守し、送迎中の安全運転に努める。

委員会活動。

・身体拘束廃止委員会を毎年開催し、状況把握及び改善策の検討を行う。

・年 2 回の委員会議を開催し、事業内容、苦情の内容、事故の状況等を全職員と、必要な機関へ公表し透明性を確保する。

・平日は管理者昼礼会議（ミーティング）を取り入れ情報共有に努める。

・健康経営優良法人化を目指し体制を整える。


